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【令和4年度末における概況と第3期の振り返り】

・2022年度短期組合員の共済加入により、加入者数が増加。

・女性が増加し、2021年度まで組合員の男女比は6:4だったがほぼ半々となった。

・年齢構成をみると50歳以上の組合員が大幅に増加し、平均年齢があがった。

・所属所数は130である。(市27、町29、一部事務組合72）

・2022年度短期給付財政調整の交付対象となった。

・2021年度特定健診実施率は85.6%、特定保健指導実施率は28.8%といずれも目標

に届いていない。被扶養者の健診と組合員の保健指導の実施率は向上してきたが、引き続

き取り組む必要がある。

４‐１ 特定健診等 背景・現状 [第4期特定健診・特定保健指導等実施計画]

【加入者の性・年齢構成】（令和5（2023）年3月31日時点）

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に則り、特定健康診査等

実施計画を定める。

【背景・現状等】

共済組合は、県内の市町村役場(福岡市、北九州市を除く）等に勤務する地方公務

員及びその被扶養者に対し、医療、年金及び福祉の三事業を行っている。

健康診断については、昭和63年度から事業主健診を兼ねた「総合健診」を県下12の

健診機関に委託して実施し、40歳以上の受診者は「特定健康診査」を兼ねている。ま

た、被扶養者と任意継続組合員は「総合健診」、または集合契約の実施医療機関におい

て「特定健康診査」を実施している。

【特定健診の実施率】

目標:90

【特定保健指導の実施率】

目標:45
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組合員の

４‐２ 特定健診等 医療費の状況（全体、診療区分別、疾病分類別、生活習慣病等）

2022年度の診療区分別の1人当たり医療費で、医科の割合が68%であった。2018~2022年度の1人当たり医療費は2022年度が最高額となっている。

まとめ

1人当たり医療費（診療区分別）の割合 1人当たり医療費の経年変化

疾病分類別の総医療費の割合は、「新生物」「内分泌・栄養・代謝疾患」「消化器系疾患」「循環器系疾患」の順で大きい。生活習慣病では上位から糖尿病、高血圧

症、高脂血症（脂質異常症)、人工透析と続き、同疾病の経年変化は増加傾向がみられる。

疾病分類別 医療費の状況（2022年度 2022年2月～2023年1月）

＊レセ管分析システム 「疾病分類別 疾病分配医療費」 歯科は「11．消化器系疾患」に含む。

赤枠：呼吸器系疾患を除く、医療費割合が上位の疾病分類

生活習慣病に関わる総医療費

糖尿病

高血圧症

脂質異常症

人工透析
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４‐３ 特定健診等 目標・対象者数・実施方法

・特定健康診査：共済組合＝90％ ［全体目標：70％］ ・特定保健指導：共済組合＝60％ ［全体目標：45％］

当組合の目標は次のとおり。

特定健康診査 4月～3月

・現職の組合員は、原則所属所で総合健診*を受診する。

12機関(個別契約）が実施。

・任意継続組合員及び被扶養者は、自宅送付した受診券により

受診する。各地を巡回する集団検診も設定する。また、総合健診

も受診可能とする。

県内外の医療機関等(集合契約)にて実施。

・人間ドック及びパート先での事業主健診等のデータを提出してもらう。

特定保健指導 健診1か月後から(当日実施あり）

・現職の組合員は、総合健診の流れで所属所で保健指導を利用する。

8機関(個別契約）にて実施。

・任意継続組合員及び被扶養者は、自宅送付した利用券により利用

する。

【実施方法】 (基本指針第三の三）

組合員
(現職）

被扶養者
（現職）

組合員
（任継）

被扶養者
（任継）

● ● ● ●

● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ● ●人間ドック・パート先事業主健診等データの提出（様式）

特定健診

総合健診（所属所巡回健診＊）

総合健診（施設）

集合契約による個別健診（実施医療機関・受診券）

巡回健診（集団健診・受診券）

＊一部施設健診あり

▲一部事務組合など

【目標と対象者数】(基本指針第三の二、第三の一） 2029年度における目標値は、実施率を保険者全体で達成するために、各制度毎の保険者が、実績に比して等

しく実施率を引上げた場合の各制度毎の実施率を保険者種別毎の目標値とされている。

・2029年度において、平成20年度と比較したメタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率を25%以上とする。

組合員
(現職）

被扶養者
（現職）

組合員
（任継）

被扶養者
（任継）

●

▲ ● ● ●

特定保健指導

総合健診実施機関（所属所対面・遠隔／個別・集合）

集合契約による対面指導（実施医療機関・利用券）

2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度

対象者数（人） 24,140 24,930 25,060 25,880 26,030 26,850

実施率 98% 98% 98% 98% 98% 98%

対象者数（人） 5,080 5,170 5,250 5,320 5,400 5,430

実施率 70% 70% 70% 70% 70% 70%

対象者数（人） 29,220 30,100 30,310 31,200 31,430 32,280

実施率 93% 93% 93% 93% 93% 93%

特定健診

組

合

員

被

扶

養

者

全

体

2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度

対象者数（人） 2,660 2,750 2,760 2,850 2,870 2,960

実施率 63% 63% 63% 63% 63% 63%

対象者数（人） 230 230 240 240 240 250

実施率 20% 20% 20% 20% 20% 20%

対象者数（人） 2,890 2,980 3,000 3,090 3,110 3,210

実施率 60% 60% 60% 60% 60% 60%

全

体

特定保健指導

組

合

員

被

扶

養

者

【実施項目】

特定健康診査 法定の実施項目（自己負担なし） 詳細な項目（自己負担あり）
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４‐４ 特定健診等 実施方法(2)・個人情報の保護・実施計画の公表、周知・評価等

「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き

(第4版)」の基本事項に基づき、アウトソーシングする。

【外部委託】

【実施に関する年間スケジュール】

時期 健診 保健指導

年度前半

健診受診券の再発券(随時)

健診等データの登録と中間サーバーへ更新(随時）

階層化及び保健指導利用券の発券(随時）

毎月の支払（支払基金日程、月末）

年度後半

年度当初

年

間

ス

ケ

ジ

ュ

ー

ル

月

間

ス

ケ

ジ

ュ

ー

ル

実施に関する事務等

健診・保健指導委託契約（3月～4月）

健診受診券と案内文書の発送（5月末）

前年度の実施結果の検証や評価（6月～　　）

国への報告(10月末）

国への報告後データ集計及び経年評価（11月）

次年度の計画と予算策定（1月）

次年度実施準備(2月～）

４月

３月

前年

度分

当年

度分

【個人情報の保護】(基本指針第三の四）

【特定健康診査等実施計画の公表及び周知】(基本指針第三の五）

【特定健康診査等実施計画の評価及び見直し】(基本指針第三の六）

【その他】(基本指針第三の七）

１健診・保健指導データの保管方法や管理体制、保管等

健診等データを当共済組合の特定健診等システムに管理・保管する。

２記録の管理に関するルール

福岡県市町村職員共済組合個人情報に関する規程を遵守する。

当共済組合及び委託された実施機関は、業務によって知り得た情報を外部

に漏らさない。当共済組合の個人情報保護管理者を事務局長、個人情報

保護管理補助者を保健事業主幹課長とし、データの利用者は特定健康診

査事務に従事する職員に限る。

外部委託に際しては、個人情報の厳重な管理や目的外使用の禁止、デー

タ利用の範囲や利用者等を契約書に明記するとともに、委託先の契約遵守

情報を管理する。

本計画の公表及び周知は、当共済組合広報紙等で概要を、ホームページに

全文を掲載する。また、データヘルス計画と一体的に公表する。

当計画については、実施に基づき毎年評価する。

また、第３期データヘルス計画に併せて令和８(2026）年度に中間評価を行

い、第４期目標と大きくかけ離れた場合やその他必要とする場合には見直すこ

ととする。

40歳未満の組合員及び被扶養配偶者に対しても特定健診検査項目を含む

総合健診を実施し、事後保健指導や保健事業等を通じて生活習慣病の早

期予防に努める。
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